
自主防災組織の活動について

十日町市総務部防災安全課

資料１

「自主防災組織の手引き（総務省消防庁）」を基に十日町市作成

総務省 消防庁 「自主防災組織の手引き」
https://www.fdma.go.jp/mission/bousai/ikusei/items/bousai_R5_3.pdf
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（１）防災基本条例（H27）が定める基本理念

「自助」、「共助」、「公助」の理念に基づき、それぞれ
の責務及び役割に応じ、連携を図りながら災害対策に取り
組む。

自らのことは自らが守る

自助
地域において互いに助け合う

共助
・防災知識の習得
・家具等の転倒防止対策
・食糧・飲料水等の備蓄
・避難経路や避難場所の確認

・隣近所の安全確認
・自主防災組織への参加
・避難所運営の協力
・要配慮者への配慮

公助
市が安全を確保する

・災害や避難情報の提供
・要配慮者への支援
・復旧・復興対策
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（２）自主防災組織に期待される活動・役割
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自主防災組織とは
１．地域住民が「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識に基づき

自主的に結成する防災組織

⇒「住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織」(災対法第５条第２項)

２．公権力はない（住民の避難については自主的な活動）

３．自分たちの住む町内会等で活動するのが原則

①平常時

・防災知識の普及、災害危険個所の把握、防災訓練の実施、防災機材の点検など

②災害発生時

・災害情報の収集、住民への迅速な伝達、出火防止と初期消火、避難誘導、被災住

民の救出・救護、給食・給水など

４．法令根拠

○災害対策基本法：第５条第２項(市町村の責務)、第７条第２項(住民等の責務)、

第８条第２項第13号(施策における防災上の配慮等)

○消防組織法：第４条第２項第27号(消防庁の任務及び所掌事務)

第52条第２項(教育訓練の機会)

十日町市の組織化率
97.2％(R6.4.1現在)
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（３）連携による自主防災組織の活動

8



自
主
防
災
組
織
間
の
連
携

9



消
防
団
・
常
備
消
防
等
と
の
連
携

10



そ
の
他
地
域
の
様
々
な
団
体
と
の
連
携

11



（４）自主防災組織への活動支援
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自主防災組織などの地域コ
ミュニティが防災訓練を実施
し、万が一事故など発生した
ときは、市に対して事前に防
災訓練の届け出を行うことで、
共済から補償を受けることが
できます。

「防災訓練計画届出書」 ⇒

本庁防災安全課もしくは各
支所地域振興課に提出して
ください。

防火防災訓練 災害補償等 共済
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自主防災組織育成事業講習一覧 

No, 講習（訓練内容） ※所要時間 

１ 

防災講話支援  ※１時間 

 防災教育や防災意識啓発のための講話を行う。 

 

２ 

消火訓練支援  ※0.5 時間～１時間 

 水消火器を使用した初期消火訓練について指導を行う。 

 

３ 

救命・救助訓練支援  ※１時間 

 AED操作、救命・応急手当手技などについて指導を行う。 

 

４ 

地区防災計画・防災マップ  ※２時間 

 防災ワークショップ、DIG（災害図上訓練）などを通じ、 

地区防災計画や地域ハザードマップ作成について指導を行う。 

 

５ 

避難所運営訓練支援  ※１時間～２時間 

 避難所の立ち上げや運営などについて指導を行う。 

 

６ 

その他 

上記に区分されない、防災訓練、防災教育について支援を行う。 

 ※十日町市が必要と認め、かつ派遣される講師が対応できるものに限る。 

 

【申込み手続きの流れ】 

① 訓練予定日の概ね１ヵ月前に「計画届出書」を市（防災安全課）に提出願います。 

※その際に資機材を要望する場合は、「資機材借用申請書」を提出してください。 

・訓練会場は、自主防災会、町内会等で手配願います。 

 ・上記訓練は、所要時間に応じての組み合わせも可能です。 

  ・訓練内容について、ご不明な点はご相談をお受けいたします。 

② 市（防災安全課）が、講師の派遣依頼を行い、NPO ぼうさいと日程を調整します。 

③ 訓練当日に NPO ぼうさいが、訓練会場に出向き、講習（訓練指導）を行います。 

 ※資機材を申し込まれた場合は、訓練前日までに市（防災安全課・各支所）まで取りに

来てください。 

 

※資器材貸出

自主防災組織、町内会

十日町市

（防災安全課）
NPOセーフティネットぼうさ

②講師派遣の依頼

③講義（訓練指導）

自主防災組織、町内会

十日町市

（防災安全課）
NPOセーフティネットぼうさい

①「計画届出書」の提出

※資機材借用申請

防災訓練への講師派遣
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防災訓練用資機材の借用

← 「防災訓練用資機材借用申請書」

本庁防災安全課もしくは各支所地域振
興課に提出してください。

訓練用資機材の貸出
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市

自主
防災組織

1/2

※補助条件
他団体 （消防団、学校、
事業所など）との連携

訓練や講座等

防災ワークショップ
炊き出し訓練

防災資機材の購入

消火器、テント
ＡＥＤなど

十日町市自主防災組織補助金
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（５）避難情報
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（６）避難所
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居住可能 居住不可能 

居住不可能 居住可能 

 

【緊急的な避難の必要・避難勧告等の発令】 

 

 

自主防災組織・町内会等で決めた自主的に集合する場所や施設

で、一時的に避難し、安否確認等を行う。 

※設けているかどうかは、自主防・町内会へ確認をお願いします。 

地区緊急避難場所 

（原則屋外） 

地区避難所 

（原則屋内）  

 

垂直避難（自宅、知人宅等） 車中泊避難 

水害や土砂災害などの災害発生時

に今いる建物やすぐ目の前にある

建物の 2 階以上のなるべく高層階

へ移動する。 

コロナ禍で３密回

避のため、危険の

ない場所での車の

中での避難。 

周囲の状況と安全の確認 

 

 

周囲の状況と安全の確認や自宅の確認 

や自宅の確認 

指定緊急避難場所 
 

 

 

駐車場やグラウンドなど、災害から命を守るために緊急的に避難する場所。 
自宅 

周囲の状況と安全の確認や自宅の確認 

や自宅の確認 

 

 

 

 

 

学校・体育館など災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、または災害によ

り自宅へ戻れなくなった居住者等が一時的に滞在する施設。 

指定避難所 

避
難
ル
ー
ト
の
イ
メ
ー
ジ
図

避難指示等の発令
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No 地域 施設名称 避難予定町内

1 十日町 県立十日町高等学校
本町１上・下・東１・西１、本町２、袋町東・中・西、十日町栄町、寿町４、高田町１・２、昭和町１、七
軒町、泉町

2 十日町 児童センター 宮下町東・西、諏訪町、神明町、学校町１・２

3 十日町 ラポート十日町 本町３、昭和町２～４、西寺町、加賀糸屋町、関口樋口町、駅通り、西浦町東・西、稲荷町１～３東

4 十日町 サンクロス十日町 本町４・５、水野町、若宮町、田中町東・西・本通り
5 十日町 道の駅クロス10十日町 本町６の１・６の２・６の３、川原町、上川町

6 十日町 十日町中学校 田川町１～３、江道、猿倉、津池、菅沼、大池、十日町赤倉、新座１・２、本町７-２

7 十日町 西小学校
高田町３・３西・３南・丸山町、稲荷町３本通り・３南・３北・４・西、西本町１～３、千代田町、八幡田
町、下川原町、住吉町

1 中条 東小学校 新座３・４-１・４-２、三和町、四日町新田１～４、南新田町１～３、四日町中原、五軒新田
2 中条 職業訓練校 本町７-１
3 中条 中条中学校 太子堂、塚田、中条八幡、上原、上原新町、中条上町、旭ヶ丘
4 中条 中条小学校 中町、背戸、下町、中条島、中条峠、梅沢、中条新田、北原、市之沢
5 中条 中条公民館 中条旭町

6 中条 飛渡第一小学校
嘉勝、轟木、焼野、魚之田川、新水、宇田ヶ沢、中条菅沼、山新田、東枯木又、西枯木又、蕨平、
三ツ山、上田原、池谷

7 中条 大井田コミュニティセンター 四日町１～３
8 中条 大井田保育園 四日町４、尾崎

1 川治・六箇 県立十日町総合高等学校 高山２～４、錦町１・２、美雪町１～３、桜木町、春日町１～３、高田町４～６

2 川治・六箇 川治小学校
川治上町１・２、川治中町、川治内後１・２、川治下町１～３、妻有町東１、妻有町西１・２、山本町１
～５、千歳町１～３、寿町１～３、河内町、関根１・２、浅之平、笹之沢、落之水、池之平、孕石、長
里、椌木、中村、六箇山谷、麻畑、田麦、二ツ屋、船坂、塩ノ又

3 川治・六箇 南中学校 谷内丑１・２、北新田１～３、城之古１～３・東町、塚原町

1 吉田 吉田小学校 稲葉、吉田山谷
2 吉田 吉田中学校 小泉１～３、樽沢、中平、名ケ山
3 吉田 鐙島小学校 北鐙坂１～３、南鐙坂、高島１・２、鉢１・２、中手

1 下条 上新田自治会館 上新田１～４
2 下条 下条中学校 山際、原、岩野、下条中央通り、野田、蟹沢、為永、下条本町、山根
3 下条 利雪親雪総合センター 廿日城、下条栄町、桑原
4 下条 下条小学校 貝ノ川、新保、水口、下条下山、新光寺、仙之山、平、漉野、二子、願入、塩野

1 水沢 馬場小学校 水沢１～３、馬場１～４、大石、中在家、水沢市ノ沢、珠川
2 水沢 水沢中学校 太田島１～３、土市１・２・５、姿１・２、安養寺、幸町

3 水沢 水沢小学校
土市３・４、新宮１・２、大黒沢１～３・東、小黒沢、天池、細尾、池ノ尻、漆島、池沢、野中、鍬柄
沢、当間、南雲

4 水沢 伊達公会堂 伊達１～４

1 川西 千手中央コミュニティセンター 中島町、山野田、発電所通西、四郎兼、東善寺、千手上町、中央町、田中町
2 川西 千手さくら保育園 発電所通東、南台、千手栄町、朝日町
3 川西 千手小学校 神社町、学校町、中屋敷、寺尾、美咲町、木島、沖立
4 川西 川西中学校 伊友、高原田、坪山、霜条、鶴吉、みのり団地
5 川西 上野小学校 上野、元町、新町新田、下平新田、三領、小根岸
6 川西 橘小学校 木落、寺ヶ崎、塩辛、仁田、野口、四十歩、原田、根深、下原
7 川西 仙田体験交流館 中仙田、室島、小脇、高倉、田戸、赤谷、岩瀬、大白倉、小白倉

1 中里 中里体育館 芋沢、田沢本村、東田沢、如来寺、豊里、桂、上山、田中、小原、干溝、山崎
2 中里 中里中学校 荒屋、桔梗原、通り山、芋川新田、高道山、朴木沢、宮沢、市之越、鷹羽、白羽毛、程島
3 中里 旧清津峡小学校(清津倉庫美術館) 東田尻、角間、葎沢、土倉、倉下、小出、西方、西田尻
4 中里 旧倉俣小学校 芋川、倉俣、原町、新里、重地、清田山、中里下山、田代
5 中里 貝野小学校 新屋敷、本屋敷、堀之内、宮中

1 松代 松代中学校 松代①、千年、青葉、池尻
2 松代 松代小学校 松代②・③
3 松代 まつだいふるさと会館 松代④
4 松代 新潟県立松代高等学校 松代⑤、小荒戸、太平、菅刈、松代田沢、犬伏、孟地、片桐山、滝沢、中子、苧島

5 松代 松代総合体育館
小屋丸、池之畑、松代下山、松代東山、海老、会沢、清水、桐山、蓬平、田野倉、仙納、莇平、寺
田、名平、蒲生、儀明

6 松代 旧奴奈川小学校(奴奈川キャンパス) 福島、奈良立、室野①・②、竹所、星峠、木和田原

1 松之山
小中一貫校まつのやま学園
松之山小・中学校

松之山、兎口、光間、新山、下川手、上川手、湯山、黒倉、藤原、曽根、新田、上之山、湯之島、
中立山、田麦立、月池、坂中、豊田、北浦田、西之前

2 松之山 松之山体育館
水梨、小谷、大荒戸、湯本、天水越、天水島、藤倉、中尾、東川、上鰕池、下鰕池、五十子平、坪
野、松之山赤倉、松之山東山

十日町市合計（49箇所）

十日町地域小計（29箇所）

川西地域小計（7箇所）

中里地域小計（5箇所）

松代地域小計（6箇所）

松之山地域小計（2箇所）

No 地域 施設名称 避難予定町内

1 十日町 県立十日町高等学校グラウンド
本町１上・下・東１・西１、本町２、袋町東・中・西、十日町栄町、寿町４、高田町１・２、昭和町１、七
軒町、泉町

2 十日町 児童センター駐車場 宮下町東・西、諏訪町、神明町、学校町１・２

3 十日町 ラポート十日町駐車場 本町３、昭和町２～４、西寺町、加賀糸屋町、関口樋口町、駅通り、西浦町東・西、稲荷町１～３東

4 十日町 サンクロス十日町駐車場 本町４・５、水野町、若宮町、田中町東・西・本通り
5 十日町 キナーレ駐車場 本町６の１・６の２・６の３、川原町、上川町
6 十日町 十日町中学校グラウンド 田川町１～３、江道、猿倉、新座１・２、本町７-２
7 十日町 ほくほく線美佐島駅駐車場 津池、菅沼、大池、十日町赤倉

8 十日町 西小学校グラウンド
高田町３・３西・３南、丸山町、稲荷町３本・３南・３北・４・西、西本町１～３、千代田町、八幡田町、
下川原町、住吉町

1 中条 東小学校グラウンド 新座３・４-１・４-２、三和町、四日町新田１～４、南新田町１～３、四日町中原、五軒新田
2 中条 職業訓練校 本町７-１
3 中条 中条中学校グラウンド 太子堂、塚田、中条八幡、上原、上原新町、中条上町、旭ヶ丘
4 中条 中条小学校グラウンド 中町、背戸、下町、中条島、中条峠、梅沢、中条新田、北原、市之沢
5 中条 中条公民館駐車場 中条旭町

6 中条 飛渡第一小学校グラウンド
嘉勝、轟木、焼野、魚之田川、新水、宇田ヶ沢、中条菅沼、山新田、東枯木又、西枯木又、蕨平、
三ツ山、上田原、池谷

7 中条 大井田コミュニティセンターグラウンド 四日町１～４、尾崎

1 川治・六箇 県立十日町総合高等学校グラウンド 高山２～４、錦町１・２、美雪町１～３、桜木町、春日町１～３、高田町４～６

2 川治・六箇 川治小学校グラウンド
川治上町１・２、川治中町、川治内後１・２、川治下町１～３、妻有町東１、妻有町西１・２、山本１～
５、千歳町１～３、寿町１～３、河内町、関根１・２、浅之平、笹之沢、落之水、池之平、孕石、長
里、椌木、中村、六箇山谷、麻畑、田麦、二ツ屋、船坂、塩ノ又

3 川治・六箇 南中学校グラウンド 谷内丑１・２、北新田１～３、城之古１～３・東町、塚原町

1 吉田 吉田小学校グラウンド 稲葉、吉田山谷
2 吉田 吉田中学校グラウンド 小泉１～３、樽沢、中平、名ヶ山
3 吉田 鐙島小学校グラウンド 北鐙坂１～３、南鐙坂、高島１・２、鉢１・２、中手

1 下条 上新田自治会館駐車場 上新田１～４
2 下条 下条中学校グラウンド 山際、原、岩野、下条中央通り、野田、蟹沢、為永、下条本町、山根
3 下条 利雪親雪総合センター駐車場 廿日城、下条栄町、桑原
4 下条 下条小学校グラウンド 貝ノ川、新保、水口、下条下山、新光寺、仙之山、平、漉野、二子、願入、塩野

1 水沢 馬場小学校グラウンド 水沢１～３、馬場１～４、大石、中在家、水沢市之沢、珠川
2 水沢 水沢中学校グラウンド 太田島１～３、土市１・２・５、姿１・２、安養寺、幸町

3 水沢 水沢小学校グラウンド
土市３・４、新宮１・２、大黒沢１～３・東、小黒沢、天池、細尾、池ノ尻、漆島、池沢、野中、鍬柄
沢、当間、南雲

4 水沢 伊達公園及び駐車場 伊達１～４

1 川西 千手中央コミュニティセンター駐車場 中島町、山野田、発電所通西、四郎兼、東善寺、千手上町、中央町、田中町
2 川西 千手さくら保育園広場 発電所通東、南台、千手栄町、朝日町
3 川西 千手小学校グラウンド 神社町、学校町、中屋敷、寺尾、美咲町、木島、沖立
4 川西 川西中学校グラウンド 伊友、高原田、坪山、霜条、鶴吉、みのり団地
5 川西 上野小学校グラウンド 上野、元町、新町新田、下平新田、三領、小根岸
6 川西 橘小学校グラウンド 木落、寺ヶ崎、塩辛、仁田、野口、四十歩、原田、根深、下原
7 川西 仙田体験交流館駐車場 中仙田、室島、小脇、高倉、田戸、赤谷、岩瀬、大白倉、小白倉

1 中里 田沢小学校グラウンド 芋沢、田沢本村、東田沢、如来寺、豊里、桂、上山、田中、小原、干溝、山崎
2 中里 中里中学校グラウンド 荒屋、桔梗原、通り山、芋川新田、高道山、朴木沢、宮沢、市之越、鷹羽、白羽毛、程島
3 中里 旧清津峡小学校グラウンド 東田尻、角間、葎沢、土倉、倉下、小出、西方、西田尻
4 中里 旧倉俣小学校グラウンド 芋川、倉俣、原町、新里、重地、清田山、中里下山、田代
5 中里 貝野小学校グラウンド 新屋敷、本屋敷、堀之内、宮中

1 松代 松代中学校グラウンド 松代①、千年、青葉、池尻
2 松代 松代小学校グラウンド 松代②・③
3 松代 下町地区多目的広場 松代④
4 松代 県立松代高等学校グラウンド 松代⑤、小荒戸、太平、菅刈、松代田沢、犬伏、孟地、片桐山、滝沢、中子、苧島

5 松代 松代総合体育館グラウンド
小屋丸、池之畑、松代下山、松代東山、海老、会沢、清水、桐山、蓬平、田野倉、仙納、莇平、寺
田、名平、蒲生、儀明

6 松代 旧奴奈川小学校グラウンド 福島、奈良立、室野①・②、竹所、星峠、木和田原

1 松之山
小中一貫校まつのやま学園
松之山小・中学校グラウンド

松之山、兎口、光間、新山、下川手、上川手、湯山、黒倉、藤原、曽根、新田、上之山、湯之島、
中立山、田麦立、月池、坂中、豊田、北浦田、西之前

2 松之山 松之山グラウンド
水梨、小谷、大荒戸、湯本、天水越、天水島、藤倉、中尾、東川、上鰕池、下鰕池、五十子平、坪
野、松之山赤倉、松之山東山

十日町市合計（49箇所）

十日町地域小計（29箇所）

川西地域小計（7箇所）

中里地域小計（5箇所）

松代地域小計（6箇所）

松之山地域小計（2箇所）

指定避難所、指定緊急避難所一覧
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大規模災害が発生して避難所を開設した場合に
設置する、自主防災組織、施設管理者及び市職員
が、お互いに協力して円滑な避難所運営を行うた
めの組織である。

※ 市職員は、主に災害対策本部（災害発生時等
に、災害の拡大防止及び被害の軽減のために市
が設置するものをいう。）及び現地災害対策本部
（災害対策本部の事務の一部を行うため、各支所
に設置されるものをいう。）との連携を担う。

避難所の運営（避難所運営委員会）

※「十日町市避難所運営マニュアル」から抜粋
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避難所運営の全体像

避難所の運営
は地域の方が
主体となって行
うこととなります。
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避難所運営の役割例

公益財団法人 市民防災研究所イラスト集より

総務に関すること 情報に関すること

食料・物資に関すること

施設管理に関すること

保健・衛生に関すること

・各班要望の取りまとめ
・市との連絡調整
・避難者の相談窓口
・避難所の共通ルールづくりと周知
・ボランティアの受け入れ
・避難所内の秩序維持
・こどもや要援護者の対応ほか

・避難者名簿の作成と管理

・運営委員会の決定事項・生活情報の伝
達
・避難者への伝言等、掲示板で周知ほか

・炊き出し・食料や物資の配給と
数量等の管理ほか

・避難施設の管理
・施設内の防犯・治安の維持ほか

・トイレやごみに関すること
・感染症や防疫に関すること
・施設の清掃に関すること
・ペットに関することほか

女性の意見も重要です。
女性も一緒に運営委員に
参加してもらいましょう。

避難所運営のイメージ
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地震

豪雨 大雪

水害
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（参考）市職員参集基準



（７）市からの防災情報伝達

防災行政無線（屋外拡声子局） 防災行政無線（戸別受信機）
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デジタル同報系防災行政無線

異常気象に起因する大型台風、集中豪雨、竜巻等による被害が全国各地

で頻発。防災行政無線を用いて、地域住民への迅速かつ確実な緊急情報や

避難情報を伝達する。

※設置数は変動あり。 27

17,000 台



十日町あんしんメール
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リモコンの“ｄボタン”を押す データ放送画面

十日町市に関する防災・生活情報 雨量や気象情報

テレビからの情報収集
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【その他参考 【東北電力停電情報アプリ】（停電情報（プッシュ通知））
【Yahoo！防災速報】（防災情報の通知（プッシュ通知））

※Google PlayもしくはApp Storeで検索しインストール
（この他にも様々な防災関係アプリがあります）

インターネットからの情報収集
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ご清聴いただき
ありがとうございました
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